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2013年5月、世界最高齢80歳でエベレスト登頂に成功した三浦雄一郎が

主宰するミウラ・ドルフィンズのキッズ・スキーキャンプです。三浦雄一郎はエベ

レストを始め世界七大陸最高峰のスキー滑降に成功、その後次男・三浦豪太

と共にエベレスト登頂を目指し、2013年には80歳で3度目のエベレスト登頂に

成功、世界最高齢記録を樹立しました。

世界中の山々を登り、滑る。三浦雄一郎の絶え間ないチャレンジ精神と冒険

スピリッツやスキー技術を、楽しみながら子供たちに伝えたいと願っています。

プロジェクトリーダーはリレハンメル、長野オリンピックのモーグル日本代表、

父・雄一郎と共に日本人初エベレスト親子同時登頂を2度果たした三浦豪太

が務めます。自然の中の様々な雪や斜面を楽しめる強いスキーヤーを育てた

いと思っています。

日 程：12月25日(木)～12月30日(火)5泊6日

実施場所：北海道旭川市 カムイスキーリンクス

参加対象：小学校１年生～高校3年生
参加条件：プルークボーゲンで滑れる初級者～上級者

募集人数：２５名（最少催行人数２0名）

参加費用： 小学生 ２３４，５００円（税込）

（羽田集合解散） 中高生 ２４７，０００円（税込）

羽田集合解散以外の方の参加費はお問い合わせください。

代金に含まれるもの：
・宿泊費・食費(25日昼食～30日昼食：朝５、昼６、夕５）
レッスン代、リフト代・交通費・スタッフ経費、保険代等

宿 泊：扇松園 旭川市高砂台
リーダー：三浦 豪太
ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：木村 大八郎
申込み締切：12月4日又は定員になり次第
（10月23日15時以降は航空運賃の変更の可能性が
あります）

※期間中（５日間）のレンタルオプションにつきましては
お問合せください。

カムイスキーリンクスは、コースの幅が広く、長い変化に富んだコースは、

初級者から上級者まで全てのスキーヤーを満足させてくれます。

また、北海道の内陸に位置し、最高の雪質に恵まれています。

午前・午後のレッスンはもちろん、オリジナルバッジテスト、夜のプログラム

など盛りだくさん。三浦雄一郎＆スノードルフィンズのスタッフが

完全フォローアップし上達間違いなしのスキーキャンプです。

宿泊は旭川の扇松園です。

思いっきり滑ったあとは、美味しい食事と温泉を楽しみましょう。

スケジュール：
12/25（木) 羽田空港集合(6：40頃)→新千歳空港着

（9：30頃）→（貸切バス）→スキー場
・クラス分け ・スキーレッスン

12/26（金）
↓ ・スキーレッスン
↓ ・オリジナルバッジテスト

12/29（月）
12/30（火） ﾎﾃﾙ→（貸切バス）→新千歳空港発(14:30頃)

→羽田空港解散（16：30頃）

★スキーレベルに応じてグループを分け、各班の指導スタッフの他に、リーダーが全体を指揮・指導します。
★ホテルでは、スタッフが各部屋の生活班を担当いたします。
★スキー最終日には、ミウラ・ドルフィンズ・オリジナルバッチ検定を実施致します。

ミウラ・ドルフィンズ･スキーキャンプの特徴



お申込み

㈱ミウラ・ドルフィンズへ、メールにてお申し込み下さい。その際、氏名、よみがな、性別、学年、生

年月日、住所、、電話番号、集合・解散場所、レンタルの有無（靴ｻｲｽﾞ･身長）をお知らせ下さい。

催行決定後、ご参加に必要な書類（個人調査書、振込のご案内、詳細スケジュール、持ち物等のご

案内、ハンドブック等）をお送りいたします。

お申し込み： （株）ミウラ・ドルフィンズ 担当：木村

E-mail info@snowdolphins.com

お問い合わせ：TEL ： 03 – 3403 – 2061・木村：090-3393-6937

国内旅行 旅行条件（要旨）
このご旅行は株式化支社プレゼンス(本社：東京都渋谷区千
駄ヶ谷3-15-6東京都知事登録旅行業第2-5701、以下当社
という)が企画・実施するもので、当社はお客様が当社の定

める旅行日程に従って、運送・宿泊その他の旅行に関する
サービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受ける
ことができるように、手配し、旅程を管理します。ご旅行条件
につきましては、下記によるほか、当社の定める募集型企画
旅行旅行条件、旅行約款（募集型企画旅行旅行契約の部）、
および別途お渡しする確定書面（最終日程表）によります。
１．旅行のお申し込み

当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の参加
費用を添えてお申し込みいただきます。（お電話でのご予約
の場合には、３日以内に。）なお当社がお申し込みを受諾し、
申込書と参加費用を受理した時に旅行契約が成立します。
お電話や電子メールでのご予約のみでは、旅行契約は成立
しておりません。
２．参加費用のお支払い

参加費用は旅行開始前の所定の日より前にお支払いいた
だきます。
３．参加費用に含まれるもの

日程に明示した航空機・バス・列車など利用交通機関の運
賃及び料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運
賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課
されるものに限ります。以下同様とします。）を含みません。）、
ガイド料金、入場料、宿泊料金、食事料金、税・サービス料
など。
４．旅行代金に含まれないもの

超過手荷物運搬料金（運送機関の手荷物規則による）、ク
リーニング代、電話代、酒、果物類その他個人的性質の諸
費用およびサービス料など、日程に明示された費用以外の
もの。運送機関の課す付加運賃・料金。
５．旅行契約内容・代金の変更

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービ
ス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない
運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が
生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその
変更に伴い参加費用を変更することがあります。著しい経済
情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用
する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は参加費用
を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日より前にお
しらせします。
６．当社による旅行契約解除

当社は次に掲げる場合においては、旅行開始前に旅行契約
を解除することがあります。
(1) お客様が所定の期日までに参加費用を支払わないとき

（この場合、別表の取消料に準じて違約料を支払っていただ
きます。
(2) お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年令・資格・

技能その他の参加旅行者の条件をみたしていないことが判
明したとき。

(3) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐
えられないと認められるとき。
(4) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体

旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる
とき。
(5) 参加者の数がパンフレットに記載した最少催行人員

に達しなかったとき。この場合は、旅行開始の前日より
起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行の場合は3日
目）にあたる日より前までに旅行中止の旨を通知します。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行

サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与
しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載
した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不
可能となり、または不可能となるおそれが大きいとき。

７．お客様による旅行契約の解除（取消料のかかる場
合）

お客様は、以下の取消料を支払って旅行契約を解除す
ることができます。

①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由
によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。

②取消料の対象となる旅行代金とは、夫婦部屋等追加
代金、延泊代金などの追加代金を含めた金額です。
別表1  【国内旅行にかかる取消料】

８．お客様による旅行契約の解除（取消料のかからない
場合）
下記の場合に取消料はいただきません。（一部例示）

①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行わ
れたとき。
ａ．旅行開始日又は終了日の変更

ｂ．入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地
の変更
ｃ．運送機関の種類又は会社名の変更

ｄ．運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変
更
e．宿泊施設の変更又は宿泊施設の種類の変更
f．宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。

④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程
通りの実施が不可能となったとき。
９．当社の責任

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与
えたときは損害を賠償いたします。（お荷物に関係す
る賠償限度額は１人１５万円）ただし次のような場合
は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴
動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の
遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の
変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、その他の
当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害
を被ったとき。
１０．特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な
外来の事故により生命、身体、または手荷物に被っ
た一定の損害について、旅行業約款特別補償規程
により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
１１．旅程保証

旅行日程に８．①に掲げる重要な変更が行われた場
合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の規
定により、その変更の内容に応じて旅行代金の１％
〜５％に相当する額の変更補償金を支払います。た
だし、一旅行契約について支払われる変更補償金の
額は、旅行代金の１５％を限度とします。また、一旅
行契約についての変更補償金の額が１０００円未満
の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金
の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた
合計額です。
１２．お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったと
きは、当該お客様は損害を賠償しなければなりませ
ん。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契
約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画
旅行契約の内容について理解するよう努めなければ
なりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に
記載された旅行サービスについて、記載内容と異な
るものと認識したときは、旅行地において速やかに当
社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者に
その旨を申し出なければなりません。
13.個人情報の取扱いについて

当社及び販売受託旅行業者は、旅行申込みの際に
提出された申込書に記載された個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほ
か、お客様がお申し込みいただいた旅行において運
送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ
らのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で
利用させていただきます。このほか、当社及び販売
店では「キャンペーン」のご案内や「アンケート」のお
願いなどにお客様の個人情報を利用させていただく
ことがあります。

このパンフレットに掲載した企画旅行の旅行代金は、
2025年1月1日の運賃・料金を基準としています。

旅行契約の解除期日 取消料

●旅行開始日の前日より起算してさ
かのぼって20日目（日帰り旅行の場合
は10日目）にあたる日以降8日目にあ
たる日まで

旅行代金の20％

●旅行開始日の前日より起算してさ
かのぼって7日目にあたる日以降前々
日まで

旅行代金の30％

●旅行開始の前日 旅行代金の40％

●旅行開始の当日 旅行代金の50％

●旅行開始後及び無連絡不参加の場
合

旅行代金の全額

＜企画・運営＞
株式会社 ミウラ・ドルフィンズ 〒151−0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−10−3

＜旅行企画・実施＞
株式会社プレゼンス 東京都知事登録旅行業 第2-5701号/（社）全国旅行業協会正会員
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6ﾋﾞﾙﾄｯﾌﾟ7F TEL：03-5771-0015 FAX：03-5771-0016

mailto:info@snowdolphins.com

